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広報ぬまた 令和元年11月１日

市役所 ☎23−2111　24−5179　白沢支所 ☎53−2111 53−2188　利根支所 ☎56−2111 56−367411

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
申
告
や
年
末
調
整
す
る

と
き
は
、
１
年
間
に
納
付
し
た
国
民

年
金
保
険
料
を
証
明
す
る
書
類
の
添

付
が
必
要
で
す
。
納
付
者
に
は
日
本

年
金
機
構
か
ら
｢社
会
保
険
料
控
除

証
明
書
｣が
、
次
の
時
期
に
送
付
さ

れ
ま
す
。

送
付
時
期

●
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
に
納
付

し
た
人
　
11
月
上
旬

●
９
月
下
旬
か
ら
10
月
上
旬
に
コ
ン

申
告
な
ど
に
必
要
な
認
定
書
を
交

付
し
ま
す
。

対
象

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を

受
け
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
っ
て

い
な
い

②
本
人
、
ま
た
は
扶
養
者
が
所
得
税

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
し
た

人
　
11
月
中
旬

●
10
月
２
日
か
ら
12
月
31
日
に
今
年

初
め
て
納
付
し
た
、
ま
た
は
す
る

予
定
の
人
　
来
年
２
月
上
旬

控
除
対
象

今
年
１
月
か
ら
12
月
ま

で
に
納
付
さ
れ
た
保
険
料
全
額

※
過
去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保

険
料
も
含
む

問
い
合
わ
せ

控
除
証
明
書
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
(０
０
３
)０

０
４
へ

や
市
県
民
税
控
除
な
ど
の
対
象

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
で

も
該
当
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

交
付
に
必
要
な
も
の

介
護
保
険
被

保
険
者
証

問
い
合
わ
せ

高
齢
福
祉
課
介
護
保

険
係
☎
内
線
３
１
４
８
へ

各
種
証
明
書
類
の
ご
案
内

確
定
申
告
や
年
末
調
整
に
備
え
て

◎
日
本
年
金
機
構
か
ら
の
証
明
書
類
の
送
付

◎
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
交
付

市営住宅の入居者募集

谷地端第２団地

入居可能予定日 11月下旬

住所 高橋場町２１１４番地

戸数 ２戸(Ｂ棟201号・306号)　

構造・建築年度 RC高層耐火７階建て・平成６年度

間取り ３DK、２DK

家賃 1万9,000円〜3万5,600円(駐車場１台分(3,000

円)は別)

利根町市営住宅

入居可能予定日 随時

団地名・戸数

追貝A団地・１戸、南郷団地・１戸、大楊団地・

１戸、老神団地・４戸、輪組団地・２戸、多那

団地・６戸、大原団地・４戸

間取り ３DK、３LDK

家賃 1万6,700円〜3万9,800円(駐車場１台分を含む)

〈共通〉
対象 親族と入居予定で、住宅に困窮し市税滞納がない人など

※利根町市営住宅は単身入居可

その他 ▽連帯保証人１人(県内在住で入居者と同等以上の収入がある人)▽敷金３カ月(入居時の家賃で算定)

▽ペット不可

※申し込みが募集戸数を超えた場合は抽選　

申込期間 土・日曜日、祝日を除く、11月１日(金)から15日(金)までの午前８時30分〜午後５時15分

申し込み・問い合わせ 建築住宅課営繕住宅係☎内線４１１４へ

住宅改修に伴う固定資産税の減額制度

申し込み・問い合わせ　課税課資産税係☎内線３０１４、３０１５、３０１６へ

住宅改修工事で一定要件を満たすと、翌年度分の固定資産税の一部が減額されます。

工事終了後３カ月以内に、内容が確認できる書類などを提出してください。

※耐震改修の減額と、バリアフリー改修および省エネ改修の減額は、同時に適用が受けられません
※バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、併せて適用が受けられますが、１戸につき１回のみです

◇昭和57年１月１日以前に建築された住宅
※併用住宅は居住用部分の床面積が２分の１以上
◇来年３月31日までに現行の耐震基準に適合する工事が行われた住宅
◇工事費が50万円を超えている

１戸当たり120㎡までを限度
とし、居住部分に限り、工事
完了年の翌年度分の家屋に係
る固定資産税の２分の１の額
(平成29年４月１日以降の工
事で、認定長期優良住宅は３
分の２の額)

◇耐震改修工事に関する固定資産税減額
申告書

◇耐震改修に要した費用を証する書面(工
事明細書および領収書の写し)

◇現行の耐震基準に対応した工事の証明書
(建築士などの証明)

◇認定長期優良住宅は認定通知書の写し

◇バリアフリー改修工事に関する固定資
産税減額申告書

◇バリアフリー改修に要した費用を証す
る書面(工事明細書と領収書の写し)

◇改修工事箇所の図面と写真(改修前と改
修後)

◇介護保険の被保険者証または障害者手
帳など

◇国などからの補助金や介護保険給付受
給者は明細

◇省エネ改修工事に関する固定資産税減
額申告書

◇省エネ改修に要した費用を証明する書
面(工事明細書と領収書の写し)

◇熱損失防止改修工事証明書(建築士など
の証明)

◇国などからの補助金受給者は明細
◇認定長期優良住宅は認定通知書の写し

１戸当たり100㎡までを限度
とし、居住部分に限り、改修
工事完了年の翌年度分の固定
資産税の３分の１の額

１戸当たり120㎡までを限度
とし、居住部分に限り、改修
工事が完了した年の翌年度分
の固定資産税の３分の１の額
(平成29年４月１日以降の工
事で、認定長期優良住宅は３
分の２）

◇新築日から10年以上経過した住宅
※併用住宅は居住用部分の床面積が２分の１以上
※賃貸住宅は対象外
◇次のいずれかに該当する人が居住している(申告時)

①65歳以上(工事完了の翌年１月１日現在)
②要介護認定または要支援認定を受けている
③障がいがある

◇工事後の住宅面積が50㎡以上280㎡以下
◇来年３月31日までに、次のバリアフリー改修工事が行われた住宅

①廊下の拡幅②階段勾配の緩和③浴室の改良④便所の改良⑤手すりの
取り付け⑥床段差の解消⑦引き戸への取り替え⑧床表面の滑り止め

◇工事費が国などの補助金や介護保険給付を除き、50万円を超えている

◇平成20年１月１日以前に建築された住宅(併用住宅は居住用部分の床面
積が２分の１以上)

※賃貸住宅は対象外
◇改修後の住宅の面積が50㎡以上280㎡以下
◇来年３月31日までに次の工事を行い、改修部分が現行の省エネ基準に

新たに適合(①は必須)
①外気に接する窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
②①の工事と併せた床や天井、または壁の断熱改修工事

◇工事費が国または自治体からの補助金などを除き、50万円を超えている

対象項目 減税を受けられる要件 減税額 提出書類

耐
震
改
修

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

省
エ
ネ
改
修

除雪機の購入費などを助成 積雪時、地域の公道を作業する除雪機購入費や機械所
有者に助成します。

対象

①町や区、班を単位とする団体

②10戸以上が共同して除雪を行う団体

③市長が適当と認める団体　

条件

①機械の維持管理および運転などに係る経費は補助対象外

②機械取得日から10年経過まで、譲渡や交換、廃棄、その他の処

分は不可

提出物 交付申請書(必要書類を添付)

申請期間 11月１日(金)〜来年１月31日(金)(申請前の購入は不可)

除雪機等購入費補助金

対象 除雪機などの所有者

支給額　除排雪活動１回につき3,000円

(２時間程度)

条件　申請書兼請求書に除排雪活動を行

った地区の区長(地区委員)の確認印が

必要

提出物 除排雪活動協力助成金支給申

請書兼請求書

支給日 月に１回、前月20日までの申請

に対して翌月支給

除排雪活動協力補助金

申請・問い合わせ　建設課管理係☎内線４１０２へ


